
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

 

                                                     美 瑛 町 

 

 

１ 促進計画の区域 

  別紙地図に記載のとおりとする。 

   

２ 促進計画の目標 

１．美瑛町全域 

(1)現況 

   本地域は、丘陵地帯の中にある田畑複合地域であり、水資源に恵まれ、良質

な水稲や畑作物を生産している。今後とも農業振興を図るためには、水路・農

道等の地域資源を適切に保全管理することが必要である。 

また、本地域は、地域振興８法の過疎地域に指定されるなど、平場地域と比

べて生産条件の格差が大きいことから、これを補正する取り組みを行う事が必

要である。 

さらに、近年消費者のニーズの多様化や、環境に対する意欲の高まりに対応

するため、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及していくことが必

要である。 

 

(2)目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進すると

ともに、同項第２号並びに同項第３号に掲げる事業も併せて行うよう働きかけ

ることにより、水路・農道等の地域資源の適切な保全管理や平場地域と比べて

生産条件の格差の補正、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及する

ことによる生物多様性を保全し、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮

促進事業に関する事項 

 

 実施を推進する区域 実施を推進する事業 

① 促進計画の区域全域 
法第３条第３項第１号に掲げる事業及び 

同項第２号、同項第３号に掲げる事業 

 

 

 



４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事

業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

  設定しない。 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

  法第３条第３項第２号に揚げる事業の実施に関し、以下のとおり定めることと

する。 

 

１ 対象地域及び対象農用地 

(1)対象地域及び対象農用地の指定 

交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうち 

イの要件を満たす農振農用地区域内及び地域計画の区域内の農用地であっ

て、１ｈａ以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が１ｈａ未満の

団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が

行われる複数の団地の合計面積が１ｈａ以上であるときは、対象とする。 

また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合

には、一部農用地を指定することができる。 

更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基

準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対

象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地

は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。 

 

ア 対象地域 

過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項

の規定に基づき公示された過疎地域（美瑛町は全域が指定地域） 

 

イ 対象農用地 

(ｱ)急傾斜農用地 

ａ 傾斜１／２０以上の田 

ｂ 傾斜１５度以上の畑、草地及び採草放牧地 

ただし、勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当

該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交

付金の対象とする。 

(ｲ)緩傾斜農用地（町長の判断によるもの） 

ａ 傾斜１／１００以上で１／２０未満の田の全てを対象とする。 

ｂ 傾斜８度以上で１５度未満の畑、草地及び採草放牧地の全てを対

象とする。 

ただし、勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当



該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交

付金の対象とする。 

 

２ 集落協定の共通事項 

(1)構成員の役割分担 

集落協定を締結する集落は、集落の実情に応じた対象農用地（以下「協

定農用地」という。）及び水路・農道等についての管理の方法及び管理体

制を定める。 

ア 農用地の管理方法 

協定農用地については、農業者自ら、集落内外の担い手が賃借、受託等

により管理する等、集落協定参加者が協定に基づき管理する。 

また、水路・農道等については、集落、水利組合、土地改良区、道路・

河川愛護会等が草刈り、泥上げ等を行う。 

 

イ 集落協定の管理体制 

集落協定の管理体制については、集落の構成員の役割分担を明確にする

ことが必要であり、代表者、会計担当等の管理担当等を置き、責任の明確

化を図ることとする。 

また、水路・農道等の管理や集落内のとりまとめ等、集落営農上の基幹

的活動において中核的なリーダーとしての役割を果たす担い手となる者を

集落協定で指名する。 

 

(2)農業生産活動等として取り組むべき事項 

集落協定において、農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動につ

いて、具体的に取り組む事項について記載する。なお、多面的機能を増進

する活動については、一つ以上の取組を選択して行うこととする。 

 

ア 農業生産活動等として、下記の共同取組活動を実施する。 

(ｱ)農用地に関する事項 

a 耕作者が農作業を継続できなくなった場合には、速やかに地区 

農用地利用改善事業実施組合及び農業委員会のあっせんを受ける。 

b 既耕作放棄地は、協定農用地の農業生産活動等に悪影響を与えな

いように草刈・防虫対策を行う。 

c 基盤整備等により耕作条件の改善を行う。 

 

(ｲ)水路・農道の管理方法 

a 水路・農道等の泥上げ、草刈りを定期的に行う。 

b 農道（耕作道等）の簡易補修や農地からの土砂流防対策を推進す



る。 

(ｳ)農業生産の振興 

a 良品質な農産物の安定生産を推進するため、そ菜（トマト、グリ

ーンアスパラガス等）、馬鈴薯、水稲、小麦等の生産振興及び高付

加価値化を推進する。 

b 農用地への柵、ネット等の設置等により、鳥獣被害防止対策を推

進する。 

c 畜産振興のため、へい獣処理対策を進めるとともに、酪農ヘルパ

ー、乳牛検定事業、家畜衛生管理事業を推進する。 

d 新規就農者の確保や後継者の育成など担い手育成支援を推進する

とともに、コントラクター事業や農福連携事業等、労働力確保につ

いて推進する。 

e 農作業の効率化及び生産活動の負担軽減に向け、気象観測システ

ムやスマート農業事業を推進する。 

f 土壌診断を組織的に取り組むと共に、良質な堆肥の安定供給を図

り、堆肥・スラリーの散布による土づくりを推進する。 

g その他集落が実施を希望し町長が認める農業生産振興に向けた取

組を推進する。 

 

イ 多面的機能を増進する活動として次の活動を実施する。 

(ｱ)緑肥作物による土づくり及び景観作物の栽培推進 

a 休閑緑肥の導入を推進する。 

b 前後作緑肥事業の導入を推進する。 

c 景観緑肥作物の導入を推進する。 

 

(ｲ)集落会館、公園、農家庭先の環境美化のため、花壇等を設置・整備す

るとともに空き缶、ゴミ拾い等を推進する。 

(ｳ)農業用廃プラスチック、肥料、農薬の空袋を適切に回収し、適切に処

理することで環境に配慮した営農を推進する。 

(ｴ)農村の交流活動を推進し、農村地域活性化を推進する。 

(ｵ)その集落が実施を希望し町長が認める多面的機能を増進する活動。 

 

３ 対象者 

認定農業者に準する者とは、例えば、営農に対し認定農業者と同等な志をも

つ者など、地域の実情に合わせて町長が認定する者とする。 

 

 

 



４ その他必要な事項 

(1)限界的農地について 

維持すべき農用地であるか否かを検討し、適宜、林地化を推進することと

する。また、林地化を行う場合においては、集落協定にあらかじめ令和１１

年度までに林地化するための準備を行い。植林すると位置付けられている場

合は、令和１１年度まで交付金の交付対象とする。なお、農業振興地域農用

地区域からの除外及び農地転用許可を条件とする。 

 

  (2)自然災害を受けている農用地について 

令和１１年度までに復旧し、農業生産活動等を実施する旨が集落協定に位

置付けられている場合には、協定認定年度から交付金の交付対象とする。ま

た、協定締結後に交付対象農用地が自然災害を受けた場合は、当該協定の申

請者は当該農地の復旧計画を町長に提出するとともに、当該復旧計画を協定

に位置付けることにより、引き続き交付金の交付対象とすることができる。 

 

(3)地目の変更又は土地改良事業等の実施による交付金単価は、次のア、イを

適用する。 

ア 地目の変更により、勾配が区分外となった場合は、令和１１年までは

変更後の地目の単価を適用する。 

イ 土地改良事業等の実施による勾配の変更 

(ｱ) 集落協定認定年度以降に採択された事業による場合は、令和７年度

の単価を令和１１年度まで適用する。 

(ｲ) 集落協定認定年度の前年度以前に採択されている事業による場合

は、改善されたほ場で農業生産活動を行う年度から、改善されたほ場の

勾配の単価を適用する。ただし、勾配が区分外になった場合は、その地

目の単価を適用する。 

 

(4)土地改良通年施行の取扱い 

土地改良通年施行に係る農地も対象農地とする。ただし、集落協定に事業

の実施が位置付けられ、当該年度内に事業が終了するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5)土地改良通年施行に係る事業の概要 

事業名 地区名 主要工事概要 予定工期 

農業競争力強化基盤整備事業 

（道営農地整備事業） 

朗根内南 区画整理   136ha R4～R12 

農業競争力強化基盤整備事業 

（道営農地整備事業） 

美瑛旭第１ 区画整理   94.8ha 

用水路工   717ｍ 

排水路    6,132ｍ 

R5～R13 

農業競争力強化基盤整備事業 

（道営農地整備事業） 

横牛 区画整理   133ha R4～R12 

農業競争力強化基盤整備事業 

（道営農地整備事業） 

美瑛旭第２ 区画整理   110.8ha 

用水路工   9,477ｍ 

排水路    10,010ｍ 

R10～R18 

 

 

(6)集落協定は、令和７年度以降に締結及び変更することも可能とする。 

 


